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(57)【要約】
【課題】装飾部による装飾の興趣向上を図ること。
【解決手段】本開示に係る遊技機１０は、合体状態と分
離状態とに変化する装飾部５０を有している。装飾部５
０は、分離状態では、遊技者に視認困難となっている。
そして、装飾部５０が合体状態になると、装飾部５０の
前面である装飾面５０Ｍが遊技者に視認可能となる。ま
た、遊技機１０には、合体状態の装飾部５０の少なくと
も一部を前側から覆って、装飾面５０Ｍの少なくとも一
部を拡大するレンズ７０が備えられている。レンズ７０
は、装飾面５０Ｍの略中央から起立した支柱７１に支持
されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者に視認可能な装飾面を有する装飾部と、
　前記装飾面の少なくとも一部を拡大又は縮小するためのレンズと、を有する遊技機。
【請求項２】
　前記レンズは、前記装飾面に対して前記装飾面と略平行な面に沿って相対移動可能に構
成されている、請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記装飾面の中心部を通る軸を中心に回転可能な複数の突片を有し、
　前記レンズは、前記複数の突片に備えられている、請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記レンズは、フレネルレンズである、請求項３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記装飾部の少なくとも一部は、遊技者に視認困難な原点位置と遊技者に視認可能な演
出位置との間を移動可能な移動装飾部によって構成され、
　前記レンズは、前記移動装飾部と一体に移動可能であって、少なくとも前記移動装飾部
を拡大又は縮小するように構成されている、請求項３又は４に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記複数の突片は、前記移動装飾部が前記原点位置に配置されるときには停止状態にさ
れると共に、前記原点位置に配置された前記移動装飾部の周辺の部材と干渉しない形状に
形成されている、請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記複数の突片は、前記停止状態において前記移動装飾部の移動方向と交差する方向に
並べて配置され、
　前記複数の突片のそれぞれは、前記装飾面の中心部を通る軸上に中心を有する扇形にお
いて周方向に離れた両端部のうち該中心から離れた部位を切除した形状に形成されている
、請求項６に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記装飾面と平行な面に沿って移動して、遊技者に視認困難な原点位置と遊技者に視認
可能な演出位置とに配置される移動ベースを有し、
　前記レンズは、前記移動ベースに支持されて、前記原点位置に配置された前記移動部材
の周辺の部材と干渉しない形状に形成されている、請求項２乃至４のうち何れか１項に記
載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示の遊技機では、遊技盤の前面に化粧板を貼り付け、その化粧板にシー
ル等を貼り付けることで装飾部が構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－９５９８６号（段落［００７４］）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の遊技機では、装飾部の装飾が単調で、装飾部による装飾の興趣向上が求め
られている。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた請求項１の発明は、遊技者に視認可能な装飾面を有
する装飾部と、前記装飾面の少なくとも一部を拡大又は縮小するためのレンズと、を有す
る遊技機である。
【発明の効果】
【０００６】
　装飾部による装飾の興趣向上が図られる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示の一実施形態に係る遊技機の正面図
【図２】可動演出部材が分離状態に配置された状態の遊技盤の正面図
【図３】可動役物装置が組み付けられた機構枠の正面図
【図４】可動役物装置が組み付けられた機構枠の斜視図
【図５】装飾部が合体状態のときの可動役物装置の正面図
【図６】装飾部が合体状態のときの可動役物装置と機構枠の斜視図
【図７】直動駆動機構の正面図
【図８】上側装飾部と門形ベースの平断面図
【図９】プロペラの正面図
【図１０】プロペラの（Ａ）Ａ－Ａ断面図、（Ｂ）後方斜視図
【図１１】上側装飾部が待機位置に配置されたときのプロペラ周辺の斜視図
【図１２】下側装飾部の斜視図
【図１３】（Ａ）プロペラが停止しているときの装飾部の正面図、（Ｂ）プロペラが回転
したときの装飾部の正面図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１に示されるように、本実施形態の遊技機１０は、図２に示される遊技盤１１を前面
枠１０Ｚで覆ってなり、その前面枠１０Ｚに形成されたガラス窓１０Ｗを通して、遊技盤
１１の前面側に形成された遊技領域Ｒ１の全体が視認可能となっている。遊技領域Ｒ１は
、遊技盤１１の前面から突出した略円形のガイドレール１２に囲まれている（図２参照）
。なお、以下の説明において、特記しない限り「右」及び「左」とは、遊技機１０を前方
から見た場合の「右」及び「左」を指すものとする。
【０００９】
　図１に示されるように、前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、上皿２６と
下皿２７が上下２段にして設けられ、下皿２７の右側には、発射用ハンドル２８が備えら
れている。そして、発射用ハンドル２８が回動操作されると、上皿２６に収容された遊技
球が発射装置（図示せず）によって１球ずつ遊技領域Ｒ１に向けて弾き出される。
【００１０】
　図２に示されるように、遊技盤１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、表示開口１１Ｈが
貫通形成されていて、その表示開口１１Ｈに遊技盤１１の裏面側から表示装置１３が対向
している。表示装置１３は、例えば、液晶モジュールで構成され、遊技に関する演出を行
う表示画面１３Ｇを前面に有する。
【００１１】
　遊技盤１１の前面中央には、表示画面１３Ｇを囲むように表示装飾枠２３が取り付けら
れている。表示装飾枠２３は、遊技盤１１の前面側から表示開口１１Ｈに嵌め込まれると
共に、遊技盤１１の前面より前側に突出している。これにより、遊技領域Ｒ１を流下する
遊技球が、表示装飾枠２３を乗り越えて表示装飾枠２３の内側に進入することが規制され
ている。
【００１２】
　遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の右側部分には、始動ゲート１８が設けられている
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。始動ゲート１８は、遊技領域Ｒ１を流下する遊技球が潜って通過可能な門形状に形成さ
れている。始動ゲート１８を遊技球が通過すると、普通図柄当否判定が行われる。
【００１３】
　遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の下側部分における横方向の中央部には、第１始動
入賞口１４Ａが設けられている。第１始動入賞口１４Ａは、遊技球が１つずつ入球可能な
大きさの開口を上部に有するポケット構造をなして、常時開放している。
【００１４】
　第１始動入賞口１４Ａの下方には、第２始動入賞口１４Ｂが設けられている。第２始動
入賞口１４Ｂは、前側に開放し、回動扉１４Ｔによって開閉される。具体的には、回動扉
１４Ｔは、通常は、鉛直に起立した閉位置に配置され、上述の普通図柄当否判定で当りに
なると、下端部を中心に回動し、前倒しとなった開位置に配置される。開位置に配置され
た回動扉１４Ｔは、上方から流下する遊技球を受け止めて第２の始動入賞口１４Ｂへと案
内する。
【００１５】
　各始動入賞口１４Ａ，１４Ｂに遊技球が入球すると、所定数の遊技球が賞球として上皿
２６（図１参照）に払い出されると共に、特別図柄当否判定が行われる。特別図柄当否判
定の結果は、表示画面１３Ｇに表示される。特別図柄当否判定で当りになると、遊技状態
が大当り遊技状態になって、大当り遊技が実行される。
【００１６】
　遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の右下部分には、可動扉１５ＡＴによって開閉され
る第１大入賞口１５Ａが設けられている。また、表示装飾枠２３の右側部には、可動翼片
１５ＢＨによって開閉される第２大入賞口１５Ｂが設けられている。第１大入賞口１５Ａ
又は第２大入賞口１５Ｂは、大当り遊技中に開放される。第１大入賞口１５Ａ又は第２大
入賞口１５Ｂに遊技球が入球すると、所定数の遊技球が賞球として上皿２６（図１参照）
に払い出される。大当り遊技では、予め設定された回数だけ第１大入賞口１５Ａ又は第２
大入賞口１５Ｂが開放されるラウンド遊技が、大当り遊技の種類に応じた回数だけ実行さ
れる。１回のラウンド遊技は、予め定められた上限数の遊技球が第１大入賞口１５Ａ又は
第２大入賞口１５Ｂに入球するか又は予め設定されたラウンド遊技時間が経過すると、終
了する。
【００１７】
　遊技領域Ｒ１には、第１始動入賞口１４Ａ、第２始動入賞口１４Ｂ、第１大入賞口１５
Ａ及び第２大入賞口１５Ｂのほか複数の一般入賞口２０が設けられている。一般入賞口２
０は、第１始動入賞口１４Ａと同様のポケット構造をなして、常時開放している。一般入
賞口２０に遊技球が入球すると、所定数の遊技球が賞球として上皿２６（図１参照）に払
い出される。また、遊技領域Ｒ１には、何れの入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５Ａ，１５Ｂ，
２０にも入球しなかった遊技球を外部に排出するためのアウト口１６が備えられている。
【００１８】
　遊技盤１１の後側には、図３に示される機構枠１７が備えられている。機構枠１７は、
遊技盤１１と略平行に配置される矩形枠状の主盤１７Ａと、主盤１７Ａの外縁部から前方
に突出する包囲壁１７Ｈと、からなる。なお、上述した表示装置１３（図２参照）は機構
枠１７の後側に配置され、表示装置１３の表示画面１３Ｇは、主盤１７Ａの中央開口１７
Ｋと遊技盤１１の表示開口１１Ｈとを通して遊技者に視認可能となっている。
【００１９】
　機構枠１７には、可動役物装置４０が組み付けられている。可動役物装置４０は、支持
ベース４１と、支持ベース４１に支持された装飾部５０と、を備えている。
【００２０】
　図５及び図６に示されるように、支持ベース４１は、上下方向に直線状に延在して機構
枠１７の主盤１７Ａの左辺部と右辺部に前側から重ねられる１対のサイドベース４２，４
２と、１対のサイドベース４２，４２の上端部どうしを連絡して主盤１７Ａの上辺部に前
側から重ねられる上部ベース４３と、からなる門形形状に形成されている。そして、１対
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のサイドベース４２，４２の間に、装飾部５０が差し渡されている。
【００２１】
　図６に示されるように、１対のサイドベース４２，４２の互いの対向部分には、サイド
ランプ４４が組み付けられている（図６には、一方のサイドランプ４４のみが示されてい
る。）。具体的には、サイドランプ４４は、上下方向に長い帯状に形成され、サイドベー
ス４２の上端寄り部分に組み付けられている。詳細には、図８に示されるように、サイド
ランプ４４は、複数の発光素子４５Ａを片面に搭載した発光基板４５と、その発光基板４
５の片面を覆うカバープレート４６と、を備えている。発光基板４５は、複数の発光素子
４５Ａの発光面が機構枠１７の中央開口１７Ｋを向くように傾斜している。即ち、サイド
ランプ４４は、中央開口１７Ｋに向かって光を照射する。なお、カバープレート４６のう
ち発光素子４５Ａの発光面と対向する部分には、発光素子４５Ａの光を絞るための凸レン
ズ４６Ｌが形成されている。
【００２２】
　図６に示されるように、上部ベース４３の下部には、上部ランプ４７が組み付けられて
いる。具体的には、上部ランプ４７は、横方向に長い帯状に形成され、上部ベース４３の
両端寄り部分についをなして組み付けられている。上部ランプ４７は、サイドランプ４４
と同様の構造になっていて、上部ランプ４７の発光基板（図示略）は、発光素子（図示略
）の発光面が機構枠１７の中央開口１７Ｋを向くように傾斜している。従って、上部ラン
プ４７も中央開口１７Ｋに向かって光を照射する。
【００２３】
　本実施形態では、装飾部５０は、上下方向に対向する上側装飾部５１と下側装飾部５２
で構成されている。上側装飾部５１と下側装飾部５２は、直動駆動機構６０（図７参照）
によって上下に駆動され、互いに接近、離間する。
【００２４】
　図７に示されるように、直動駆動機構６０は、１対のサイドベース４２，４２のそれぞ
れに組み付けられている。直動駆動機構６０は、サイドベース４２の上下方向の中間部に
組み付けられたモータ６１と、モータ６１により駆動されるピニオン６２と、を備えてい
る。また、直動駆動機構６０には、ピニオン６２の上側と下側で略鉛直に延びる１対の直
動シャフト６３，６３と、１対の直動シャフト６３，６３に組み付けられた１対のスライ
ダ６４，６４と、を備えている。スライダ６４は、スライダ本体６４Ａと、そのスライダ
本体６４Ａから鉛直に延びてピニオン６２に噛合するラック６４Ｂと、を備えた構造にな
っていて、１対のスライダ６４，６４は、ピニオン６２からの動力を受けて、互いに接近
、離間する。そして、１対のスライダ６４，６４のうち上側のスライダ６４に上側装飾部
５１が固定され、下側のスライダ６４に下側装飾部５２が固定されている。
【００２５】
　上側装飾部５１と下側装飾部５２は、通常は、上下方向で最も離れる待機位置に配置さ
れる（図３，４参照）。所定の演出条件が成立すると、上側装飾部５１と下側装飾部５２
は、直動駆動機構６０により駆動されて、上下方向で最も近接する演出位置に配置される
（図６，６参照）。そして、上側装飾部５１と下側装飾部５２が共に待機位置に配置され
たときに、装飾部５０は分離状態となり、上側装飾部５１と下側装飾部５２が共に演出位
置に配置されたときに、装飾部５０は合体状態となる。なお、装飾部５０は、分離状態で
は、遊技盤１１の後側に隠れて遊技者に視認困難となり（図２参照）、合体状態では、機
構枠１７の中央開口１７Ｋの中心部に前側から重なって（即ち、表示画面１３Ｇに前側か
ら重なって）、遊技者に視認可能となる。
【００２６】
　装飾部５０が合体状態になると、上側装飾部５１の前面５１Ｍと下側装飾部５２の前面
５２Ｍが一体となって、例えば、キャラクターの顔を模した装飾面５０Ｍを構成する。こ
のように、本実施形態では、通常は離れて配置されている上側装飾部５１と下側装飾部５
２が合体したときに、１つの意匠を構成する装飾面５０Ｍが完成するので、合体状態にな
ったときの装飾部５０にインパクトを持たせることが可能となる。なお、以下では、上側
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装飾部５１の前面５１Ｍと下側装飾部５２の前面５２Ｍを上側装飾面５１Ｍと下側装飾面
５２Ｍと適宜呼ぶことにする。
【００２７】
　ところで、上述の如く、サイドベース４２に組み付けられたサイドランプ４４と、上部
ベース４３に組み付けられた上部ランプ４７は、機構枠１７の中央開口１７Ｋに向かって
光を照射するので、装飾面５０Ｍは、サイドランプ４４と上部ランプ４７によって前側か
ら照らされることになる。ここで、本実施形態では、装飾部５０の装飾面５０Ｍ（上側装
飾面５１Ｍと下側装飾面５２Ｍ）は、金属調に装飾されている。これにより、サイドラン
プ４４と上部ランプ４７からの光を反射して、装飾部５０を明るく見せることが可能とな
る。
【００２８】
　図５及び図６に示されるように、可動役物装置４０は、装飾部５０の前側に、装飾面５
０Ｍを拡大するためのレンズ７０を備えている。レンズ７０は、装飾面５０Ｍと略平行に
配置され、装飾面５０Ｍから起立した支柱７１に支持されることで、装飾面５０Ｍから一
定の間隔をあけて保持されている。これにより、装飾面５０Ｍの拡大の安定化が図られて
いる。なお、装飾面５０Ｍは、遊技盤１１の前面と略平行になっていて、レンズ７０は、
遊技盤１１の前面と略平行に配置される。
【００２９】
　本実施形態では、レンズ７０は、支柱７１の周りを回転可能に構成されている。具体的
には、支柱７１には、透明なプロペラ７２が回転自在に取り付けられていて、レンズ７０
は、プロペラ７２の羽根７３の一部を構成している。
【００３０】
　詳細には、図９及び図１０（Ｂ）に示されるように、羽根７３は、レンズ７０をフレー
ム７４で縁取ってなり、フレーム７４が、支柱７１の前端部に取り付けられたハブ７６と
一体になっている。フレーム７４は、レンズ７０の外縁部に前側から重なり、レンズ７０
は、フレーム７４と抜け止め片７５との間に挟まれて、フレーム７４に固定される。なお
、レンズ７０及び羽根７３は、前方視略扇形状に形成され、ハブ７６は、その扇形の中心
に位置している。
【００３１】
　図８に示されるように、プロペラ７２を回転駆動するプロペラ駆動モータ７２Ｍは、支
柱７１の内部に組み付けられている。このように、本実施形態では、レンズ７０を装飾面
５０Ｍから一定の間隔をあけて保持する支柱７１が、レンズ７０を回転させるプロペラ駆
動モータ７２Ｍの収容にも利用されている。
【００３２】
　図９及び図１０（Ａ）に示されるように、レンズ７０は、プロペラ７２の回転軸（即ち
、ハブ７６の中心を通る軸）を中心とするフレネルレンズとなっている。本実施形態では
、レンズ７０の薄型化及び軽量化を図ることで、レンズ７０の回転抵抗を抑制すると共に
、プロペラ駆動モータ７２Ｍ（図８参照）にかかる負荷を低減可能となる。なお、フレネ
ルレンズは、平凸レンズを同心円状の領域に分割して、厚みを減らしたものであり、本実
施形態のレンズ７０では、分割の間隔（ピッチ）が径方向で一定になっている。
【００３３】
　図５及び図６に示されるように、本実施形態では、装飾面５０Ｍは、略横長矩形状をな
し、支柱７１は、装飾面５０Ｍの略中央から起立している。また、プロペラ７２は、２枚
の羽根７３がハブ７６から相反する方向に張り出した２枚羽根構造になっていて、プロペ
ラ７２の長手方向の長さは、装飾部５０の横幅と略同じになっている。従って、プロペラ
７２が回転すると、レンズ７０の移動範囲は装飾面５０Ｍの略全体に重なる。なお、本実
施形態では、上側装飾部５１と下側装飾部５２の上下の長さは略同じになっていて、支柱
７１は、上側装飾部５１の下端部から起立している。
【００３４】
　本実施形態では、装飾部５０が合体状態のときにプロペラ７２が停止していると、２枚
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の羽根７３が装飾面５０Ｍの一部に重なり、レンズ７０が装飾面５０Ｍの一部を拡大する
。そして、プロペラ７２が回転すると、２枚の羽根７３が支柱７１を中心に回転し、装飾
面５０Ｍのうちレンズ７０によって拡大される部分が支柱７１を中心に回転する。このよ
うに、本実施形態では、装飾面５０Ｍのうちレンズ７０によって拡大される部分が移動す
るので、レンズ７０によって拡大される部分が固定されている場合と比較して、装飾面５
０Ｍ（詳細には、装飾面５０Ｍの一部）が動いているように見せることが可能となる。ま
た、装飾面５０Ｍにおいてレンズ７０と重なる部分では、レンズ７０によって拡大される
瞬間とレンズ７０によって拡大されない瞬間が交互に繰り返されるので、プロペラの回転
速度を調整すれば、視覚の残像効果により、装飾面５０Ｍが表す意匠（本実施形態では、
キャラクターの顔）が近づいたり遠ざかったりする印象を遊技者に持たせることが可能と
なる。
【００３５】
　本実施形態では、装飾部５０が合体状態から分離状態に変化するとき、プロペラ７２は
、停止して、長手方向が横向きとなるように配置される（図３参照）。このとき、プロペ
ラ７２の羽根７３は、その扇形において周方向に離れた２つの周方向端縁部７３Ａのうち
一方の周方向端縁部７３Ａが上側を向き、他方の周方向端縁部７３Ａが下側を向く。
【００３６】
　上述の如く、支柱７１は上側装飾部５１から起立しているので、装飾部５０が分離状態
に変化すると、プロペラ７２が上側装飾部５１と一体に移動する。図３及び図４に示され
るように、上側装飾部５１は、待機位置に配置されると、門形ベース４１の上部ベース４
３の裏側に隠れる。ここで、上部ベース４３の下部中央には、切欠部４３Ｋが形成されて
いて、支柱７１は、切欠部４３Ｋに受容される。なお、上部ベース４３に組み付けられた
上部ランプ４７は、切欠部４３Ｋの両側に配置されている。
【００３７】
　図３に示されるように、上側装飾部５１が待機位置に配置されると、プロペラ７２は、
上部ベース４３に前側から重なる。このとき、プロペラ７２の２枚の羽根７３は、上部ベ
ース４３の上端部に突設された１対の回転規制突部４３Ｔ，４３Ｔに下側から近接する。
これにより、プロペラ７２の回転が規制される。なお、回転規制突部４３Ｔは、下方に向
かうにつれて窄まる三角形状に形成され、その三角形のうち左右方向外側に臨む斜辺は、
羽根７３の周方向端縁部７３Ａ（詳細には、上側を向く周方向端縁部７３Ａ）に沿って配
置される。
【００３８】
　ところで、図３及び図１１に示されるように、上側装飾部５１が待機位置に配置された
とき、羽根７３の周方向端縁部７３Ａ（詳細には、上側を向く周方向端縁部７３Ａ）は、
機構枠１７の包囲壁１７の上辺部に突き合わされる。このため、レンズ７０の面積を大き
くするために、羽根７３の扇形の中心角を大きくしたり、該扇形の半径を大きくしたりす
ると、羽根７３の周方向端縁部７３Ａが包囲壁１７Ｈの上辺部と干渉するという問題が生
じ得る。
【００３９】
　ここで、本実施形態では、図９に示されるように、羽根７３は、ハブ７６を中心に有す
る扇形において、２つの周方向端縁部７３Ａのうちハブ７６から離れた部位を切除した形
状となっていて、レンズ７０も羽根７３と同形状に形成されている。具体的には、羽根７
３の周方向端縁部７３Ａにおける切除端７３Ｅは、扇形の中心と円弧を２等分する点とを
結ぶ直線に略平行となっていて、プロペラ７２が停止しているとき、切除端７３Ｅは、横
方向に沿って配置される（図３及び図１１参照）。本実施形態によれば、羽根７３におい
て、扇形の中心角を大きくしたり該扇形の半径を大きくしたりしたときに包囲壁１７Ｈと
干渉する部位が予め切除されているので、羽根７３と包囲壁１７Ｈとの干渉を避けつつ、
レンズ７０の面積を大きくすることが可能となる。
【００４０】
　ところで、図５及び図１２に示されるように、装飾部５０の装飾面５０Ｍには、第１の
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模様からなる第１模様領域ＭＲ１と、第１の模様とは異なる第２の模様からなる第２模様
領域ＭＲ２と、が設けられている。具体的には、第１の模様は、略ストライプ柄であって
、第２の模様は、略ダイヤ柄となっている。なお、本実施形態では、第１模様領域ＭＲ１
及び第２模様領域ＭＲ２が下側装飾部５２の下側装飾面５２Ｍに設けられているが、上側
装飾部５１の上側装飾面５１Ｍに設けられてもよいし、上側装飾面５１Ｍと下側装飾面５
２Ｍの両方に設けられてもよい。
【００４１】
　本実施形態では、下側装飾面５２Ｍに格子状の土手部５３が形成されている（図６及び
図１２参照）。そして、その土手部５３に囲まれて該土手部５３に対して後側に凹んだ窪
み部５４の奥面が、第１模様領域ＭＲ１又は第２模様領域ＭＲ２となっている。即ち、土
手部５３は、下側装飾面５２Ｍを複数の領域に区画する仕切り部Ｓ１を構成している。
【００４２】
　図１２に示されるように、土手部５３は、下側装飾面５２Ｍを上下に２分する横土手部
５３Ａと、下側装飾面５２Ｍを横方向に分割する複数の縦土手部５３Ｂと、からなる。縦
土手部５３Ｂは、３つ以上である（即ち、下側装飾面５２Ｍは、横方向で４以上に分割さ
れる。）ことが好ましく、本実施形態では、５つ（即ち、下側装飾面５２Ｍは、横方向に
６分割される。）となっている。なお、図５に示されるように、隣り合う縦土手部５３Ｂ
どうしの間隔は、プロペラ７２の羽根７３の扇形における弦の長さの略半分になっていて
、下側装飾面５２Ｍの前方をレンズ７０が通過するとき、縦土手部５３Ｂを挟んで隣り合
う２つの窪み部５４がレンズ７０に重ねられる。
【００４３】
　図１２に示されるように、第１模様領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ２は、横土手部５３
を挟むように上下に並べて配置される。また、第１模様領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ２
は、縦土手部５３Ｂを挟むように横方向に並べて配置される。具体的には、左から奇数番
目の縦土手部５３Ｂを第１縦土手部５３Ｂ１と、左から偶数番目の縦土手部５３Ｂを第２
縦土手部５３Ｂ２と、称することにすると、第１模様領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ２は
、第２縦土手部５３Ｂ２を挟むように配置され、第１縦土手部５３Ｂ１を挟む２つの窪み
部５４には、同じ模様領域が形成されている。
【００４４】
　このように、本実施形態では、第１模模領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ２は、横土手部
５３Ａを挟んで上下に並べられると共に、第２横土手部５３Ｂ２を挟んで横方向に並べら
れる。ここで、下側装飾面５２Ｍは、装飾面５０Ｍの中央部から起立する支柱７１よりも
下側に配置されるので（図６参照）、プロペラ７２が回転すると、レンズ７０は、下側装
飾面５２Ｍの前方を、支柱７１を中心として下方に膨む半円を描くように移動する。従っ
て、第１模様領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ２は、レンズ７０の位置に拘わらずレンズ７
０の移動方向と交差する方向に並ぶことになり、第１模様領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ
２の両方が同時にレンズ７０によって拡大されることになる。
【００４５】
　本実施形態では、レンズ７０によって拡大される装飾部５０の装飾面５０Ｍ（詳細には
、下側装飾面５２Ｍ）に、第１の模様からなる第１模様領域ＭＲ１と、第１の模様とは異
なる第２の模様からなる第２模様領域ＭＲ２と、が設けられているので、レンズ７０によ
る拡大に伴って２つの模様領域ＭＲ１，ＭＲ２の境界が移動するように見せることが可能
となり（図１３（Ａ）から図１３（Ｂ）への変化を参照。図１３（Ｂ）では、レンズ７０
を介して見える模様領域及び土手部にも、レンズ７０を介さずに見える模様領域ＭＲ１，
ＭＲ２及び土手部５３と同一の符号が付されている。）、装飾面５０Ｍに単一の模様が付
されている場合と比較して、レンズ７０による装飾面５０Ｍの拡大を遊技者に認識させ易
くなる。しかも、本実施形態では、第１模様領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ２は、仕切り
部Ｓ１によって区画されるので、２つの模様領域ＭＲ１，Ｍ２の境界が遊技者に認識され
易くなる。また、仕切り部Ｓ１は、土手部５４によって構成されるので、仕切り部Ｓ１を
立体的に見せることができると共に、仕切り部Ｓ１を目立ち易くすることが可能となる。
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【００４６】
　本実施形態では、第１の模様と第２の模様は、共に、下側装飾面５２Ｍに設けられた凹
凸パターンによって形成されている。具体的には、図１２に示されるように、第１の模様
は、縦方向に延びる複数の突条が間隔をあけて横並びにされることで形成され、第２の模
様は、ピラミッド状の突部を格子状に並べて形成されている。本実施形態では、第１の模
様と第２の模様が凹凸パターンにより形成されることで、サイドランプ４４及び上部ラン
プ４７（図６参照）からの光の反射態様を第１模様領域ＭＲ１と第２模様領域ＭＲ２で異
ならせることが可能となる。また、上述の如く、仕切り部Ｓ１は土手部５３によって構成
されるので、第１模様領域ＭＲ１又は第２模様領域ＭＲ２が形成された窪み部５４と仕切
り部Ｓ１との間でも光の反射態様を異ならせることが可能となり、第１模様領域ＭＲ１及
び第２模様領域ＭＲ２と仕切り部Ｓ１との相違を際立たせることが可能となる。
【００４７】
　ところで、本実施形態では、仕切り部Ｓ１には、第１の模様とも第２の模様とも異なる
第３の模様が付されている。具体的には、第３の模様は、ドット柄になっていて、土手部
５３の前面に複数の円形凹部を設けることで形成される。このように、本実施形態では、
下側装飾面５２Ｍには、少なくとも３種類の模様領域が設けられることになり、下側装飾
面５２Ｍの装飾効果を高めると共に、レンズ７０による各模様領域の拡大を認識させ易く
することが可能となる。
【００４８】
　［他の実施形態］
　（１）下側装飾面５２Ｍの構成において、土手部５３の前面と窪み部５４の奥面に単一
の模様を付してもよいし、模様を付さずに無地にしてもよい。この構成であっても、下側
装飾面５２Ｍがレンズ７０によって拡大されると、その拡大に伴って土手部５（仕切り部
Ｓ１）３が移動するように見せることが可能となるので、レンズ７０による拡大を遊技者
に認識させ易くすることが可能となる。
【００４９】
　（２）上記実施形態では、装飾部５０は、分離・合体する複数の部材（上側装飾部５１
と下側装飾部５２）で構成されていたが、１つの部材で構成されてもよい。この場合、装
飾部５０は、遊技盤１１の前面に沿って移動してもしなくてもよい。装飾部５０が移動す
る場合には、上記実施形態と同様、機構枠１７の包囲壁１７Ｈとの干渉を避けるために、
プロペラ７２の羽根７３に切除端７３Ｅを形成すればよい。
【００５０】
　（３）上記実施形態において、プロペラ７２を支持する支柱７１は、装飾部５０の前側
を上下動する支持ベースに支持されてもよい。この場合であっても、支持ベースを、透明
に形成すれば、装飾部５０の装飾面５０Ｍをレンズ７０で拡大することが可能となる。さ
らに、この構成において、レンズ７０は、支柱７１に対して固定されてもよい。具体的に
は、プロペラ７２が支柱７１に対して回転不能に固定されてもよいし、レンズ７０を横長
な帯状に形成して、その中心が支柱の前面に固定される構成としてもよい。なお、支持ベ
ースと装飾面５０Ｍの間隔を一定に保つスペーサを備えれば、レンズ７０の拡大の安定化
が図られる。
【００５１】
　（４）上記（３）の構成において、支持ベースは、機構枠１７に対して固定されてもよ
い。
【００５２】
　（５）上記実施形態において、仕切り部Ｓ１を設けずに、第１模様領域ＭＲ１と第２模
様領域ＭＲ２が隣接する構成であってもよい。
【００５３】
　（６）上記実施形態において、レンズ７０は、遊技盤１１の前面に沿って移動すればよ
く、例えば、上下又は左右に直動する構成であってもよいし、円弧状に回動する構成であ
ってもよい。このような構成であっても、レンズ７０によって、装飾面５０Ｍの一部を拡
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大し、その拡大される部分を移動させることができるので、装飾面５０Ｍの一部が動くよ
うに見せることが可能となる。
【００５４】
　（７）上記実施形態において、レンズ７０を備えない構成としてもよい。このようのあ
構成であっても、装飾部５０の装飾面５０Ｍには、少なくとも２種類の模様領域が形成さ
れるので、装飾面５０Ｍが無地である場合や装飾面５０Ｍに単一の模様が付されている場
合と比較して、装飾部５０による装飾の興趣向上が図られる。なお、装飾面５０Ｍに設け
られた模様領域が凹凸パターンで形成される場合には、上記実施形態の如く、装飾部５０
に光が照射されることで、光の反射態様を異ならせることが可能となる。
【００５５】
　（８）上記実施形態において、第１模様領域ＭＲ１及び第２模様領域ＭＲ２の一方又は
両方が平坦面に形成されてもよい。また、装飾面５２Ｍを平坦にして、第１模様領域ＭＲ
１及び第２模様領域ＭＲ２と仕切り部Ｓ１とが同一平面に配置されてもよい。
【００５６】
　（９）土手部５３の前面を平坦にして、仕切り部Ｓ１を無地にしてもよい。この場合、
仕切り部Ｓ１には、第３の模様が付されないことになる。
【００５７】
　（１０）上記実施形態では、レンズ７０は、支柱７１の周りに複数備えられていたが、
１つのみ備えれてもよい。具体的には、レンズ７０は、支柱７１に中心が重ねられる円の
一部が切除された形状に形成されてもよい。
【００５８】
　（１１）上記実施形態において、レンズ７０を構成するフレネルレンズの中心は、プロ
ペラ７２の回転軸からずれて配置されてもよい。この場合、２枚の羽根７３に備えられた
２つのレンズ７０の間で、フレネルレンズの中心は一致してもよいし、一致しなくてもよ
い。なお、上記実施形態のように、フレネルレンズの中心がプロペラ７２の回転軸に重ね
られる構成であれば、レンズ７０の回転によって、装飾面５０Ｍの意匠を接近、離間する
ように見せる際に、その意匠の中心の位置がずれて見えることが抑制される。
【００５９】
　（１２）上記実施形態において、拡大倍率又は縮小倍率の異なる複数種類のレンズ７０
を支柱７１の周りに回転可能に備える構成としてもよい。具体的には、支柱７１に中心が
重なる円盤を周方向に複数分割して、それら分割領域を複数種類のレンズ７０で構成して
もよい。この場合、複数種類のレンズ７０が支柱７１の周りを回転することによって、装
飾面５０Ｍの拡大又は縮小の度合いを異ならせることが可能となる。
【００６０】
　以下、上述の各実施の形態から抽出される特徴について、必要に応じて効果等を示しつ
つ説明する。なお、以下では、理解の容易のため、上記実施形態において対応する構成を
括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない
。
【００６１】
　＜特徴Ａ群＞
　以下の特徴Ａ群は、遊技機に関し、「特許文献Ａ（特開２００１－９５９８６号（段落
［００７４］））に開示の遊技機では、遊技盤の前面に化粧板を貼り付け、その化粧板に
シール等を貼り付けることで装飾部が構成されている。」という背景技術について、「従
来の遊技機では、装飾部の装飾が単調で、装飾部による装飾の興趣向上が求められている
。」という課題をもってなされたものである。
【００６２】
　［特徴Ａ１］
　遊技者に視認可能な装飾面（装飾面５０Ｍ）を有する装飾部（装飾部５０）と、
　前記装飾面の少なくとも一部を拡大又は縮小するためのレンズ（レンズ７０）と、を有
する遊技機（遊技機１０）。
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【００６３】
　本特徴に示す構成では、装飾面の少なくとも一部が拡大又は縮小されることで、装飾部
の興趣向上が図られる。
【００６４】
　［特徴Ａ２］
　前記レンズは、前記装飾面に対して前記装飾面と略平行な面に沿って相対移動可能に構
成されている、特徴Ａ１に記載の遊技機。
【００６５】
　本特徴に示す構成では、装飾面がレンズと重なったときに拡大又は縮小されるので、装
飾部が近づいたり、遠ざかったりするように見せることができる。
【００６６】
　［特徴Ａ３］
　前記装飾面の中心部を通る軸を中心に回転可能な複数の突片（羽根７３）を有し、
　前記レンズは、前記複数の突片に備えられている、特徴Ａ２に記載の遊技機。
【００６７】
　本特徴に示す構成では、装飾面のうちレンズによって拡大又は縮小される部分を装飾面
の中心部を通る軸を中心に回転させることができる。そして、レンズの回転速度を調整す
ることで、装飾面の全体が拡縮するように見せることが可能となる。
【００６８】
　［特徴Ａ４］
　前記レンズは、フレネルレンズである、特徴Ａ３に記載の遊技機。
【００６９】
　本特徴に示す構成では、レンズを薄く軽くすることができるので、回転によってレンズ
にかかる負荷を抑えることが可能となる。
【００７０】
　［特徴Ａ５］
　前記装飾部の少なくとも一部は、遊技者に視認困難な原点位置（図３及び図４に示され
る上側装飾部５１の待機位置）と遊技者に視認可能な演出位置との間を移動可能な移動装
飾部（上側装飾部５１）によって構成され、
　前記レンズは、前記移動装飾部と一体に移動可能であって、少なくとも前記移動装飾部
を拡大又は縮小するように構成されている、特徴Ａ３又はＡ４に記載の遊技機。
【００７１】
　本特徴に示す構成では、遊技者に視認困難な状態から遊技者に視認可能な状態に変化す
る移動装飾部がレンズによって拡大又は縮小されるので、移動装飾部が単に視認可能な状
態になる場合と比較して、移動装飾部の興趣向上が図られる。
【００７２】
　［特徴Ａ６］
　前記複数の突片は、前記移動装飾部が前記原点位置に配置されるときには停止状態にさ
れると共に、前記原点位置に配置された前記移動装飾部の周辺の部材（機構枠１７の包囲
壁１７Ｈ）と干渉しない形状に形成されている、特徴Ａ５に記載の遊技機。
【００７３】
　本特徴に示す構成では、複数の突片と移動装飾部の周辺の部材との干渉が抑制される。
【００７４】
　［特徴Ａ７］
　前記複数の突片は、前記停止状態において前記移動装飾部の移動方向と交差する方向に
並べて配置され、
　前記複数の突片のそれぞれは、前記装飾面の中心部を通る軸上に中心を有する扇形にお
いて周方向に離れた両端部のうち該中心から離れた部位を切除した形状に形成されている
、特徴Ａ６に記載の遊技機。
【００７５】
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　本特徴に示す構成では、複数の突片と移動装飾部の周辺の部材との干渉を抑制しつつ、
各突片における扇形の中心角と半径を大きくとることが可能となる。その結果、レンズの
面積を大きくすることが可能となり、装飾部の拡縮効果の低減が抑制される。
【００７６】
　［特徴Ａ８］
　前記装飾面と平行な面に沿って移動して、遊技者に視認困難な原点位置と遊技者に視認
可能な演出位置とに配置される移動ベース（上側装飾部５１）を有し、
　前記レンズは、前記移動ベースに支持されて、前記原点位置に配置された前記移動部材
の周辺の部材と干渉しない形状に形成されている、特徴Ａ２乃至Ａ４のうち何れか１に記
載の遊技機。
【００７７】
　本特徴に示す構成では、レンズと移動部材の周辺の部材との干渉が抑制される。
【００７８】
　［特徴Ａ９］
　前記装飾面と前記レンズとの距離を一定に保持する保持手段（支柱７１）と、を有する
、特徴Ａ１～Ａ８のうち何れか１に記載の遊技機。
【００７９】
　本特徴に示す構成では、装飾面の拡縮の安定化が図られる。
【００８０】
　［特徴Ａ１０］
　前記レンズは、前記装飾面に対して前記装飾面と略平行な面に沿って相対移動可能に構
成され、
　前記保持手段は、前記レンズが任意の位置に配置されても前記装飾部と前記レンズとの
距離を一定に保持するように構成された、特徴Ａ９に記載の遊技機。
【００８１】
　本特徴に示す構成では、装飾面がレンズと重なったときに拡大又は縮小されるので、装
飾部が近づいたり、遠ざかったりするように見せることができる。また、レンズの位置に
よって、装飾面の拡縮度合が変化することが抑制される。
【００８２】
　［特徴Ａ１１］
　前記レンズは、前記装飾面から起立した起立部（支柱７１）に支持され、
　前記保持手段は、前記起立部で構成されている、特徴Ａ９又はＡ１０に記載の遊技機。
【００８３】
　本特徴に示す構成では、起立部によってレンズを支持しつつ、装飾面とレンズとの間の
距離を一定に保つことが可能となる。
【００８４】
　［特徴Ａ１２］
　前記起立部に回転可能に支持された複数の突片を有し、
　前記レンズは、前記複数の突片のそれぞれに備えられている、特徴Ａ１０に従属する特
徴１１に記載の遊技機。
【００８５】
　本特徴に示す構成では、装飾面のうちレンズによって拡大又は縮小される部分を、起立
部を中心に回転させることができる。そして、複数の突片の回転速度を調整することで、
装飾面の全体が拡縮するように見せることが可能となる。
【００８６】
　［特徴Ａ１３］
　前記起立部には、前記複数の突片を回転駆動するモータ（プロペラ駆動モータ７２Ｍ）
が収容されている、特徴Ａ１２に記載の遊技機。
【００８７】
　本特徴に示す構成では、複数の突片を支持する起立部に複数の突片を回転駆動するモー
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タが収容されているので、複数の突片の回転機構をコンパクトにすることが可能となる。
【００８８】
　［特徴Ａ１４］
　前記レンズは、フレネルレンズである、特徴Ａ１２又はＡ１３に記載の遊技機。
【００８９】
　本特徴に示す構成では、レンズを薄く軽くすることができるので、回転によってレンズ
にかかる負荷を抑えることが可能となる。
【００９０】
　［特徴Ａ１５］
　遊技者に視認可能な装飾面（装飾面５０Ｍ）を有する装飾部（装飾部５０）を備えた遊
技機（遊技機１０）において、
　前記装飾面の少なくとも一部の視認態様を変更可能な変更手段を有する、遊技機。
【００９１】
　本特徴に示す構成では、装飾面の少なくとも一部の視認態様が変更されることで、装飾
部の興趣向上が図られる。
【００９２】
　＜特徴Ｂ群＞
　以下の特徴Ｂ群は、遊技機に関し、「特許文献Ｂ（特開２００１－９５９８６号（段落
［００７４］））に開示の遊技機では、遊技盤の前面に化粧板を貼り付け、その化粧板に
シール等を貼り付けることで装飾部が構成されている。」という背景技術について、「特
許文献Ｂの遊技機では、装飾部の装飾が単調で、装飾部による装飾の興趣向上が求められ
ている。」という課題をもってなされたものである。
【００９３】
　［特徴Ｂ１］
　遊技者に視認可能な装飾面（装飾面５０Ｍ）を有する装飾部（装飾部５０）を備えた遊
技機（遊技機１０）において、
　前記装飾面には、第１の模様からなる第１模様領域（第１模様領域ＭＲ１）と、前記第
１の模様とは異なる第２の模様からなる第２模様領域（第２模様領域ＭＲ２）と、が設け
られている、遊技機。
【００９４】
　［特徴Ｂ２］
　前記第１の模様と前記第２の模様は、前記装飾面に形成された凹凸パターンによって形
成され、前記第１の模様を形成する凹凸パターンと前記第２の模様を形成する凹凸パター
ンとが異なっている、特徴Ｂ１に記載の遊技機。
【００９５】
　特徴Ｂ１に示す構成では、装飾部の装飾面に単一の模様が付されている場合と比較して
、装飾部の趣向性向上が図られる。
【００９６】
　ここで、「模様」は、無地でないものを意味し、色彩によって形成されてもよいし、凹
凸パターンにより形成されてもよいし、それらの組合せによって形成されてもよい。なお
、第１の模様と第２の模様が凹凸パターンにより形成される場合、第１の模様と第２の模
様を立体的に見せることが可能となる（特徴Ｂ２）。
【００９７】
　［特徴Ｂ３］
　前記装飾面の少なくとも一部を拡大又は縮小するためのレンズ（レンズ７０）を有する
、特徴Ｂ１又はＢ２に記載の遊技機。
【００９８】
　本特徴に示す構成では、装飾部の装飾面の少なくとも一部が拡大又は縮小されることで
趣向性の向上が図られる。
【００９９】
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　［特徴Ｂ４］
　前記レンズは、前記装飾面に沿って移動可能に構成され、
　前記第１模様領域と前記第２模様領域が前記レンズの移動方向と交差する方向に沿って
並べられている、特徴Ｂ３に記載の遊技機。
【０１００】
　本特徴に示す構成では、第１模様領域と第２模様領域の両方を拡大又は縮小することが
可能となる。また、単一の模様が拡大又は縮小される場合と比較して、模様の拡大又は縮
小を認識させ易くすることが可能となる。
【０１０１】
　［特徴Ｂ５］
　前記装飾面の中心部を通る軸を中心に回転可能な複数の突片（羽根７３）を有し、
　前記レンズは、前記複数の突片に備えられている、特徴Ｂ４に記載の遊技機。
【０１０２】
　本特徴に示す構成では、装飾面のうちレンズによって拡大又は縮小される部分を装飾面
の中心部を通る軸を中心に回転させることができる。そして、複数の突片の回転速度を調
整することで、装飾面の全体が拡縮するように見せることが可能となる。
【０１０３】
　［特徴Ｂ６］
　前記レンズは、フレネルレンズである、特徴Ｂ５に記載の遊技機。
【０１０４】
　本特徴に示す構成では、レンズを薄く軽くすることができるので、回転によってレンズ
にかかる負荷を抑えることが可能となる。
【０１０５】
　［特徴Ｂ７］
　前記装飾面に光を照射するための発光手段（サイドランプ４４、上部ランプ４７）を有
する、特徴Ｂ１乃至Ｂ６のうち何れか１に記載の遊技機。
【０１０６】
　本特徴に示す構成では、装飾面を目立たせることができ、第１模様領域と第２模様領域
の相違を遊技者に認識させ易くすることが可能となる。特に、特徴Ｂ２に示す構成のよう
に、第１の模様と第２の模様とが装飾面の凹凸パターンで形成される場合には、第１模様
領域と第２模様領域の間で光の反射態様を異ならせることが可能となり、第１模様領域と
第２模様領域の相違を際立たせることが可能となる。
【０１０７】
　［特徴Ｂ８］
　前記装飾面には、前記第１模様領域と前記第２模様領域を区画する区画領域（仕切り部
Ｓ１）が設けられている、特徴Ｂ１乃至Ｂ７のうち何れか１に記載の遊技機。
【０１０８】
　本特徴に示す構成では、第１模様領域と第２模様領域の範囲を遊技者に認識し易くする
ことが可能となる。
【０１０９】
　［特徴Ｂ９］
　前記区画領域は、前記第１模様領域及び前記第２模様領域に対して突出する土手状に形
成されている、特徴Ｂ８に記載の遊技機。
【０１１０】
　本特徴に示す構成では、第１模様領域及び第２模様領域に対して区画領域が突出するの
で、装飾面を立体的に見せることが可能となる。特に、特徴Ｂ７に示す構成のように、装
飾面に光を照射するための発光手段を有する場合には、第１模様領域及び第２模様領域と
区画領域との間で光の反射態様を異ならせることが可能となり、第１模様領域及び第２模
様領域と区画領域との相違を際立たせることが可能となる。
【０１１１】



(15) JP 2020-32004 A 2020.3.5

10

20

30

　［特徴Ｂ１０］
　前記区画領域には、前記第１の模様及び前記第２の模様とは異なる第３の模様が付され
ている、特徴Ｂ８又はＢ９に記載の遊技機。遊技機。
【０１１２】
　本特徴に示す構成では、装飾面に少なくとも３種類の模様が付されることとなり、装飾
部による装飾の興趣向上が図られる。
【０１１３】
　［特徴Ｂ１１］
　遊技者に視認可能な装飾面（装飾面５０Ｍ）を有する装飾部（装飾部５０）を備えた遊
技機（遊技機１０）において、
　前記装飾面を複数の領域に区画する仕切り部（仕切り部Ｓ１）を有する、遊技機。
【０１１４】
　本特徴に示す構成では、装飾部の装飾面に単一の模様が付されている場合と比較して、
装飾部の趣向性向上が図られる。
【０１１５】
　なお、特徴Ａ１５に示される構成に特徴Ａ１～Ａ１４に示される構成が適宜組み合わさ
れてもよい。また、特徴Ｂ１～Ｂ１０に示される構成と特徴Ｂ１１に示される構成が適宜
組み合わされてもよい。さらに、特徴Ａ１～Ａ１４に示される構成と特徴Ｂ１～Ｂ１１に
示される構成は、適宜組み合わされてもよい。
【符号の説明】
【０１１６】
　１０　　遊技機
　１７　　機構枠
　４０　　可動役物装置
　５０　　装飾部
　５０Ｍ　　装飾面
　５１　　上側装飾部
　５２　　下側装飾部
　７０　　レンズ
　７１　　支柱
　７３　　羽根
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